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「気候変動に対応したダム機能強化のあり方に関する懇談会」 

国土交通省水管理・国土保全局 河川計画課 

                           河川計画調整室長  石川 博基 氏 

４ 議  事  

(1)議案第１号 役員の選任について 

(2)議案第 2 号 「ダム・発電関係市町村振興対策の充実・強化に 

関する要望」(案）について 

   (3)その他 

・「ダム・発電関係市町村等振興議員連盟」との合同勉強会について 

５ 閉  会 



ダム・発電関係市町村全国協議会 

役員名簿 

令和 5 年 11 月 13 日

会  長    辻     一  幸    （山 梨 県 早 川 町 長         ） 

 

副 会 長         浜  田  正  利  （北 海 道 新 得 町 長         ） 

  〃      豊  田     稔  （茨城県北茨城市長） 

〃      中  山  正  隆  （和歌山県有田川町長         ） 

〃      上  田  泰  弘  （熊 本 県 美 里 町 長         ） 

 

常任理事     小    山   修    作    （宮 城 県 川 崎 町 長         ） 

〃      渡  部  勇  夫  （福 島 県 只 見 町 長         ） 

〃      本  村  賢 太 郎  （神奈川県相模原市長） 

〃      藤  澤  泰  彦   （長 野 県 生 坂 村 長         ） 

〃      貴  舟     豊   （長 野 県 大 桑 村 長         ） 

〃      尾  上  壽  一  （三 重 県 紀 北 町 長） 

〃      栗  山    忠  昭   （奈 良 県 川 上 村 長） 

〃      𠮷𠮷  田    英  人   （鳥 取 県 八 頭 町 長） 

〃      河  野  忠  康   （愛媛県久万高原町長） 

〃      三  浦     正   （福 岡 県 篠 栗 町 長         ） 

〃      田  島  健  一   （佐 賀 県 白 石 町 長         ） 

 

監  事     佐 々 木    文  明  （秋 田 県 藤 里 町 長） 

〃      山  名    宗  悟   （兵 庫 県 神 河 町 長） 

〃      比 田 勝  尚  喜   （長 崎 県 対 馬 市 長） 

 



ダム・発電関係市町村全国協議会 

理 事 名 簿

令和 5 年 11 月 13 日

浜田 正利（北海道新得町 長 ） 

松尾 和彦（青森県三戸町 長 ） 

多田 一彦（岩手県遠野市 長 ） 

小山 修作（宮城県川崎町 長 ） 

佐々木文明（秋田県藤里町 長 ） 

土田 正剛（山形県東根市 長 ） 

渡部 勇夫（福島県只見町 長 ） 

豊田  稔（茨城県北茨城市長） 

粉川 昭一（栃木県日光市 長 ） 

阿部 賢一（群馬県みなかみ町長） 

峯岸 克明（埼玉県寄居町 長 ） 

師岡 伸公（東京都奥多摩町長 ） 

本村賢太郎（神奈川県相模原市長） 

辻    一幸（山梨県早川町 長 ） 

米田  徹（新潟県糸魚川市長 ） 

中川 行孝（富山県上市町 長 ） 

田村 敏和（石川県白山市 長 ） 

水上実喜夫（福井県勝山市 長 ） 

藤澤 泰彦（長 野 県 生 坂 村 長） 

貴舟  豊（長 野 県 大 桑 村 長） 

成原  茂（岐 阜 県 白 川 村 長） 

菊地  豊（静 岡 県 伊 豆 市 長） 

伊藤 浩亘（愛 知 県 豊 根 村 長） 

 

尾上 壽一（三 重 県 紀 北 町 長） 

平尾 道雄（滋 賀 県 米 原 市 長） 

平沼 和彦（京都府南山城村長） 

山名 宗悟（兵 庫 県 神 河 町 長） 

栗山 忠昭（奈 良 県 川 上 村 長） 

中山 正隆（和歌山県有田川町長） 

𠮷𠮷田 英人（鳥 取 県 八 頭 町 長） 

石飛 厚志（島 根 県 雲 南 市 長） 

戎   斉（岡 山 県 新 見 市 長） 

橋本 博明（広島県安芸太田町長） 

藤井 律子（山 口 県 周 南 市 長） 

野上 武典（徳 島 県 勝 浦 町 長） 

前田 武俊（香 川 県 綾 川 町 長） 

河野 忠康（愛媛県久万高原町長） 

上村  誠（高 知 県 北 川 村 長） 

三浦  正（福 岡 県 篠 栗 町 長） 

田島 健一（佐 賀 県 白 石 町 長） 

比田勝尚喜（長 崎 県 対 馬 市 長） 

上田 泰弘（熊 本 県 美 里 町 長） 

川野 文敏（大分県豊後大野市長） 

高妻 経信（宮 崎 県 高 原 町 長） 

上野 俊市（鹿児島県さつま町長） 

當眞  淳（沖縄県宜野座村長）

 



ダムを取り巻く現状と諸課題
ハイブリッドダムの取組

（気候変動に対応したダムの機能強化のあり方に関する懇談会資料より抜粋）

気候変動を踏まえた水災害対策



気候変動による降雨量の増加を踏まえた治水計画へ見直し（洪水調節施設の重要性）

○気候変動の影響を踏まえ、気候変動による降雨量の増加などを考慮した治水計画に見直し。
○増大する河川整備の目標に対し、それを分担するダムや遊水地等の洪水調節施設の役割も重要。

気候変動による降雨量の増加※、潮位の上昇などを考慮したものに計画を見直し
※ 世界の平均気温の上昇を２度に抑えるシナリオ（パリ協定が目標としているもの）

気候変動
シナリオ

降雨量
（河川整備の基本とする洪水規模（1/100等）

２℃上昇相当 約１．１倍

全国の平均的な

傾向【試算結果】

流量 洪水発生頻度

約１．２倍 約２倍

※ 流量変化倍率及び洪水発生頻度の変化倍率は、一級水系の河川整備の基本とする
洪水規模（1/100～1/200）の降雨に降雨量変化倍率を乗じた場合と乗じない場合
で算定した、現在と将来の変化倍率の全国平均値

降雨量が約１．１倍となった場合

増加する河川整備の目標に対し、河道とダムや遊水地等の洪水調節施
設への配分を検討

既存ダムの再生、利水
ダムの事前放流により
確保可能な容量を活用
した洪水調節による洪
水調節機能の強化、新
たな洪水調節施設の整
備の検討

地域社会や環境へ
の影響を踏まえた
引堤や河道掘削の
可能性を検討
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集水域

河川区域

氾濫域

○ 気候変動に対応するため、河川の流域のあらゆる関係者が協働し、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、
①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策
②被害対象を減少させるための対策
③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 をハード・ソフト一体で多層的に進める。

集水域

流水の貯留
[国・県・市・利水者]
治水ダムの建設・再生、
利水ダム等において貯留水を
事前に放流し洪水調節に活用

[国・県・市]
土地利用と一体となった遊水
機能の向上

持続可能な河道の流下能力の
維持・向上
[国・県・市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備

氾濫水を減らす
[国・県]
「粘り強い堤防」を目指した
堤防強化等

雨水貯留機能の拡大
[県・市、企業、住民]
雨水貯留浸透施設の整備、
ため池等の治水利用

浸水範囲を減らす
[国・県・市]
二線堤の整備、
自然堤防の保全

リスクの低いエリアへ誘導／
住まい方の工夫

[県・市、企業、住民]
土地利用規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融による誘導の検討

河川区域

県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体

氾濫域 氾濫域土地のリスク情報の充実
[国・県]
水害リスク情報の空白地帯解消、
多段型水害リスク情報を発信

避難体制を強化する
[国・県・市]
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握

経済被害の最小化
[企業、住民]
工場や建築物の浸水対策、
BCPの策定

住まい方の工夫
[企業、住民]
不動産取引時の水害リスク情報
提供、金融商品を通じた浸水対
策の促進

被災自治体の支援体制充実
[国・企業]
官民連携によるTEC-FORCEの
体制強化

氾濫水を早く排除する
[国・県・市等]
排水門等の整備、排水強化

②被害対象を減少させるための対策①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・復興
のための対策
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あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」に転換



ダムによる治水対策

多くの用途に使われている我が国のダムの状況

目的 所管 管理者 ダム数 合計

治水等
（多目的） 国土交通省

国土交通省 106

573
（約4割）

水資源機構 24

道府県（土木部局） 443

利水

発電 エネ庁所管 電力会社、都道府県(企業局) 等 393（※）

908
（約6割）

農業 農水省所管
農政局、都道府県(農林部局)、

土地改良区 等
427（※）

水道 厚労省所管
都道府県(水道部局)、
市町村(水道部) 等

77（※）

工業 経産省所管 都道府県企業局 等 11（※）

※令和5年3月31日時点

計：1,481ダム

○ 我が国には、治水を目的に含む約570の治水等（多目的）ダムと、水力発電や農業用水・水道など専ら水利用
（利水）を目的とする約910の利水ダム、合わせて約1,480のダムがあります。

※ 複数の目的を有するダムの場合、ダム管理者の属性で整理。

（河川法で規定するダムを対象） 5



○ダムの洪水調節は、洪水の一部をダムに貯留すること等により、下流河川に流す水の量を低減
させ、水害の防止・低減する効果を発揮。

○国土交通省所管ダムにおいて、洪水調節回数は増加傾向にあり、平成22年以降は、平成27年を
除き、年間平均回数を上回る洪水調節を実施。

○令和４年では延べ795回の洪水調節を実施。 うち10ダムで異常洪水時防災操作を実施。

国交省所管ダム（R4.4時点）

うち、R4に洪水調節を実施した
国交省所管ダム

令和４年 異常洪水時防災操作 実施ダム

三面ダム（新潟県）、松尾ダム（宮崎県）、
渡川ダム（宮崎県）、立花ダム（宮崎県）、
綾北ダム（宮崎県）、祝子ダム（宮崎県）、
北川ダム（大分県）、市房ダム（熊本県）、
向道ダム（山口県）、小瀬川ダム（広島県、山口県）

令和４年 台風経路

平均592回
（H3～R4）

年別洪水調節実施回数

【台風14号】

【台風8号】

6

近年におけるダムの洪水調節の実施状況
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回数 台風第14号：9回

8月3日からの大雨：1回

【H30】7月豪雨：10回

【H23】台風第12号：9回

【H17】台風第14号、前線平成17年9月3日～8日：11回

【H16】
台風第16号：7回
台風第23号：10回

【H9】台風第19号：6回

【S47】7月豪雨：7回

【R4】

緊急放流(異常洪水時防災操作等)の移行回数（S35～R4）
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○ 全国の治水等(多目的)ダム、利水ダムには、約180億m3の水を貯めることが可能（※１）であるが、水力
発電、農業用水、水道等のために必要な水を貯めておくための容量が大きく、河川の氾濫の防止を目的として
洪水を貯めるために確保している容量(※２)はダム全体の約3割（約55億m3）にとどまっていたところ

ダム数
洪水調節容量 利水容量 合計

（百万m3） （百万m3） （百万m3）

570 5,509 5,985 11,494

ダム数
洪水調節容量 利水容量 合計

（百万m3） （百万m3） （百万m3）

900 0 6,790 6,790

洪水調節容量

利水容量

堆砂容量

洪水吐

発電所 堆砂容量

利水容量

全国の治水等（多目的）ダムの容量 全国の利水ダムの容量

※令和2年4月時点

○治水等（多目的）ダムの貯留模式図 ○利水ダムの貯留模式図

※1 有効貯水容量
※2 洪水調節容量

合計：約 55億ｍ３（約3割）

合計：約180億ｍ３

多くの用途に使われている我が国のダムの状況
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洪水調節容量

非常用洪水吐ゲート

常用洪水吐

利水ダムにおける事前放流治水等（多目的）ダムにおける事前放流

平常時最高貯水位

利水容量

利水容量

洪水吐ゲート

発電所

堆砂容量堆砂容量

事前放流により水位を低下させて
さらに大きく空き容量を確保

降雨による増水を貯留

事前放流により水位を低下
させて空き容量を確保

降雨による増水を貯留

事前放流による
水位低下

事前放流による水位低下

事前放流により洪水調節が可能な時間をより長く確保

○ 水力発電、農業用水、水道等のために確保されている容量も活用して、治水の計画規模や河川（河道）の施
設能力を上回る洪水の発生時におけるダム下流河川の沿川における洪水被害を防止・軽減する取組を関係省庁
と連携して実施。

○ 水力発電、農業用水、水道等のために確保されている容量には、通常、水が貯められていることから、台風
の接近などにより大雨となることが見込まれる場合に、大雨の時により多くの水をダムに貯められるよう、河川の水量
が増える前にダムから放流して、一時的にダムの貯水位を下げておく 「事前放流」を行う。

ダムが満水になり流入量をそのまま放流することとな
る異常洪水時防災操作を回避・軽減

これまでの洪水を貯留する容量がなかったが、事前放流
により可能な限り洪水を貯留 9

洪水調節機能の強化（事前放流）



治水協定締結ダム（目的別）

目的 所管 管理者 ダム数 合計

治水等
（多目的） 国土交通省

国土交通省 106

570
（約4割）

水資源機構 24

都道府県（土木部局） 440

利水

発電 エネ庁所管 電力会社、都道府県(企業局) 等 391（※）

874
（約6割）

農業 農水省所管
農政局、都道府県(農林部局)、

土地改良区 等
416（※）

水道 厚労省所管
都道府県(水道部局)、
市町村(水道部) 等

56（※）

工業 経産省所管 都道府県企業局 等 11（※）

○令和５年３月時点で、全国1,444ダムで協定を締結。

※ 複数の目的を有するダムの場合、ダム管理者の属性で整理。 計：1,444ダム

※令和5年3月31日時点
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○ 令和4年度の出水期においては、全国ののべ162ダムで事前放流を実施したことにより約5.5億m3の容量を
確保し、洪水に備えた。（令和4年6月26日～令和4年9月22日）

○ そのうち、利水ダムではのべ86ダムで事前放流を実施したことにより約2.9億m3の容量を確保。

＜令和4年度に事前放流を実施した143ダム（重複除き）の管理者＞

令和４年度の主な降雨

7月14日から
の大雨

8月3日から
の大雨

台風第11号
（9月5日～）

台風第14号
（9月18日～）

台風第15号
（9月23日～）

その他
合計

（ダム数の括弧書きは
重複除きの数）

治水等
多目的ダム

ダム数 3 3 12 52 1 5 76 （61）

確保容量（万ｍ３） 168 108 6,783 18,026 451 908 26,444 【約2.6億m3】

利水ダム
ダム数 2 4 1 77 0 2 86 （82）

確保容量（万ｍ３） 58 3,721 407 24,648 0 54 28,888 【約2.9億m3】

合計

ダム数 5 7 13 129 1 7 162 （143）

確保容量（万ｍ３） 226 3,829 7,190 42,674 451 962 55,332 【約5.5億m3※】

※上記ののべ162ダム、約5.5億m3に加え、
全国のべ194ダムですでに事前放流の
容量を確保（約9.7億m3）

利水ダム 82ダム

＜令和4年度に事前放流を実施したダム数と確保容量の内訳＞

12
0

49
63
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九州電力(株)：20ダム

四国電力(株)：15ダム

中国電力(株)：10ダム

北海道電力(株)：3ダム

東北電力(株)：1ダム

中部電力(株)：1ダム

関西電力(株)：1ダム

県、市町ダム ：9ダム

電源開発（株） ：2ダム

その他:1ダム

水資源機構：3ダム
土地改良区、
県、市町：16ダム

県

発電

農業
国土交通省

水資源機構

治水等多目的ダム 61ダム

11月30日時点

11

令和４年度出水期における事前放流の実施状況（総括）



令和５年度実施のダム建設事業（直轄・水資源機構）

幾春別川総合開発（再）

雨竜川ダム（再）

鳥海ダム

鳴瀬川総合開発（再）

成瀬ダム

利賀ダム

霞ヶ浦導水

思川開発

新丸山ダム（再）

天竜川ダム（再）

設楽ダム

丹生ダム
（中止・地域対策中）

大戸川ダム

長安口ダム改造（再）

山鳥坂ダム

川辺川ダム

本明川ダム

立野ダム

城原川ダム

筑後川水系ダム群連携

足羽川ダム

三峰川総合開発（再）

大町ダム（再）

早明浦ダム（再）

矢作ダム（再）

木曽川水系連絡導水路
（検証中）

北上川上流ダム（再）

岩瀬ダム（再）

（再） ： ダム再生

旭川中上流ダム（再）

九頭竜川上流ダム（再）

小見野々ダム（再）

直轄 26事業
水機構 5事業
※丹生ダムを除く

直轄・水資源機構事業

寺内ダム（再）

○令和5年度は国直轄26事業、水資源機構5事業を実施中。

12
ダム建設の事業数の推移

83 85 83 84 91 90 92 91 88 87 86 84 
72 68 60 57 54 52 51 50 48 45 40 34 32 30 29 29 28 29 30 30 30 28 26

223 241 262 278 
290 295 296 287 280 268 251 238 

191 
175 

159 
141 132 119 107 98 87 83 79 69 51 44 42 37 35 33 33 33 31 32 30 

19 
19 

18 
17 

17 18 17 16 15 
14 

12 
12 

10 
10 

9 
8 

8 
9 

9 8 
8 8 7 

7 
6 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5

325 
345 

363 
379 

398 403 405 394 383 
369 

349 
334 

273 
253 

228 
206 

194 
180 

167 156 
143 136 126 

110 
89 80 77 71 67 67 68 68 66 65 61 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

事
業

数

（事業数）

グラフ内の経年の事業数の値は、中止事業数の
ほか、完了事業数、新規事業数等を考慮した
値

※

※ 中止事業数には、事業の一部のみを中止した
場合等を含む

※ H29～R5の水機構の事業数には、丹生ダムを
含まない

※ 事業数は予定含む

○近年、ダム建設事業数は減少しており、令和5年度は直轄、補助、水資源機構合わせて61事業を実施中。
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現在実施中のダム再生事業

14

カーボンニュートラルに対応した
水力発電の促進



水力発電の特徴

水力発電は、水の位置エネルギーを活用して発電を行う方式。
純国産資源であることから、エネルギー自給率の向上に資することに加え、燃料費がかからず発電コ
ストが安価、天候に左右されない安定電源であるなど、非常に優れた特性を有する電源である。
また建設後は適切な維持管理を行うことで、長期にわたって活用することが可能であり、中には
100年を超えて稼働している発電所も多く存在する。
水力発電による年間電力量は、近年800～900億kWh付近を推移し、近年の全電源の発電電
力量（kWh）のうち7～8％程度を占める。

水力
7.5%

火力
72.9%

原子力
6.9%

太陽光
8.3%

風力
0.9%

地熱
0.3%

バイオマス
3.2%

2021年度 電源種別発電実績
（資源エネルギー庁総合エネルギー統計等より作成）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

55 70 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

電源種別発電電力量（億kWh）
新エネ等 原子力
石油等 ＬＮＧ
石炭 水力

(億kWh)

(年度)1952

1,001

2,939

4,85
0

7,376

9,396
10,008

11,495

資源エネルギー庁「電源開発の概要」、「電力供給計画の概要」を基に作成 資源エネルギー庁「総合エネル
ギー統計」を基に作成

水力発電の電源構成比率

16
治水等（多目的）ダムにおける水力発電の実施状況

17

○2021年度の日本国内における発電電力量は、1兆328億kWh。この内、水力発電電力量は、776億kWhであり、
国内の発生電力量の約8％を占める。

○多目的ダムでは、約50%のダムで水力発電を設置（直轄・水機構では 約90％のダムで設置）しており、2021年の
多目的ダムによる発生電力量の実績は、約146億kWhであり水力発電電力量全体の約19％を占める。

国土交通省 106 98 商用 79 85.8

管理用 34 1.2

水資源機構 24 23 商用 16 12.0

管理用 8 0.3

都道府県（土木部局） 443 184 商用 129 45.5

管理用 62 1.9

内訳

87.0

12.3

47.4

管理者 全ダム数
発電機設置ダム数

内訳

発生電力量（億kWh）
(2021年)

石炭 3,202(31%)

石油等 767(7%)
天然ガス 3,558(35%)

原子力 708(7%)

水力 776(8%)

太陽光 861(8%)

風力 94(1%) 地熱 30(0%) バイオマス 332(3%)

図-3 2021年度 電源構成比※1

10,328 

776
146

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

全体

水力発電

多目的ダムでの水力発電

※1 令和3年度(2021年度)におけるエネルギー需給実績(確報),（令和5年4月,資源エネ
ルギー庁総務課戦略企画室）より作成
※2 国土交通省作成

99
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0
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180

多目的ダム全体

県

国・水機構

図-1 発生電力量と水力発電
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図-2 多目的ダムの
管理者別発生電力量※2

表-1 多目的ダムにおける発電機の設置状況と発生電力量※2

※2

※1

※1



ハイブリッドダムの取組

(1) ダムの運用の高度化
気象予測も活用し、治水容量の水力発電へ
の活用を図る運用を実施。

・洪水後期放流の工夫
・非洪水期の弾力的運用 など

治水機能の強化と水力発電の促進を両立するハイブリッドダムの取組の推進

○ 気候変動への適応・カーボンニュートラルへの対応のため、治水機能の強化と水力発電の促進を両立させる
「ハイブリッドダム」の取組を推進。
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(2) 既設ダムの発電施設の新増設
既設ダムにおいて、発電設備を新設・増設し、
水力発電を実施。

(3) ダム改造・多目的ダムの建設
堤体のかさ上げ等を行うダム改造や多目的ダ
ムの建設により、治水機能の強化に加え、発
電容量の設定などにより水力発電を実施。

取組内容

治水機能の強化、水力発電の増強のため、気象予測も活用し、ダムの容量等の共用化など※、ダムをさらに活用す
る取組のこと。

治水容量

利水容量
（発電容量等）

洪水前に貯水位を低下
（事前放流等）

雨が予測されない場合
貯水位を上昇（運用高度化）

ダム改造、多目的ダム建設の推進により、治水機能を強化するとともに水力発電の促進を目指す
増電量の目標等を定め、R6にダム運用高度化の本格実施、発電施設の新設・増設を行う事業の事業化を目指し、カーボンニュートラルに貢献

令和５年度の取組 令和６年度以降

国土交通省管理の３ダム
（湯西川ダム、尾原ダム、野
村ダム）で、ケーススタディを実
施し、事業スキーム、公募方
法を検討。民間事業者等から
の意見聴取を実施。

国土交通省、水資源機構
管理の72ダムで試行。運
用高度化に伴うルール化
の検討。

国土交通省、水資源機構管理の全ての可能なダムで
試行を継続し、運用の高度化の本格実施を目指す。

発電施設の新設・増設を行う事業の事業化（新たに参
画する民間事業者等の公募）を目指す。併せて、地域
振興への支援にも取り組む。

かさ上げを行う糠平ダム再生事業（R6新規事業）等で増
電を検討。ダム改造、多目的ダム建設を推進。

発電設備のイメージ

治水

発電

発電

◎上記について官民連携で地域振興への支援にも取り組む

発電

治水
発電

※運用の高度化の試行による増電量
○令和４年度実績
６ダムで試行し、215万kWh（一般家庭約500世帯の年間消費電力に相当）を増電
○令和５年度試行
72ダムで試行し、約２千万kWh（同約５千世帯分）の増電を想定

ハイブリッドダムとは

※「ダムの容量等の共用化」としては、例えば、利水容量の治水活用（事前放流等）、治水容量の利水活用（運用高度化）など。単体のダムにとどまらず、上下流や流域の複数ダムの連携した取組も含
む。ダムの施設の活用や、ダムの放流水の活用（無効放流の発電へのさらなる活用など）の取組を含む。

ダムのかさ上げによる
治水機能の強化と水力発電の増強

治水と発電、地域振興を両立
させる事業内容を検討。
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ハイブリッドダムにおける発電等の取組内容の整理（案）

取組内容 対象ダム
発電

民間事業者による
地域振興支援電力事業者 発電規模 発電の安定性 ダム建設費

・管理費負担

(1) ダムの運用の高度化
・洪水後期放流の工夫
・非洪水期の弾力的運用 など

国、水資源機構の
72ダム
（R5試行）

当該ダムで発電を実施中の
民間事業者

年間発電量：
・数万～100万
kWh程度
※R4実績

降雨が予測され
ない期間のみ

ダム建設費：
・なし
ダム管理費：
・操作の扱いによる

現状の取組に加え
可能な範囲で実施

(2) 既設ダムの発電施設の新増設
■商用発電として実施

※管理用発電は別途国が実施
※発電施設は許可工作物の位置づけ

湯西川、尾原、
野村 他

民間事業者
（新たに公募）

最大出力：
・数百～1千kW
程度

年間発電量：
・100万～500万
kWh程度と想定

従属発電
（流況に依存）

ダム建設費：
・特定多目的ダム法の規定に
従い算定

ダム管理費：
・一部負担
（負担の考え方は整理中）

事業者公募時の民間
提案に基づき実施
（P）

■管理用発電のPFI（BTO、BOT等）とし
て実施
※発電施設は河川管理施設の

位置づけ

民間事業者
（新たに公募）

ダム建設費：
・なし
ダム管理費：
・なし（管理用電力の供給）

(3) ダム改造・多目的ダムの建設
■ダム改造 検討中 当該ダムで発電を実施中の

民間事業者 or 民間事業
者（新たに公募）

※ダム改造の
内容による

発電容量の
有無による

ダム建設費、管理費：
・特定多目的ダム法の規定に
従い算定

ダム建設事業の中での
生活再建事業に加え、
可能な範囲で地域振
興支援を実施

■多目的ダムの建設 検討中 民間事業者
(新たに公募)

最大出力：
・数千～1万数千
kW程度

年間発電量：
・1,000～5,000
万kWh程度
※近年完成ダムを
参考

ダム建設費、管理費：
・特定多目的ダム法の規定に
従い算定

うち令和４年度に ● 洪水後期放流の工夫
■ 非洪水期の弾力的運用 を試行したダム

（令和５年度に検討を開始するダムを含む）

＜令和５年度に試行を実施予定のダム＞

運用高度化の試行による増電量

○令和４年度において６ダム（８回※）で試行
し、215万kWh（一般家庭約500世帯の年間消費
電力に相当）を増電

○令和５年度に試行する72ダムにおいて年に１
回、令和４年度の試行ダムと同程度の増電を実
施した場合を仮定すると、
増電量は 約２千万kWh（同約５千世帯分）と
想定

○令和４年度に国土交通省が管理する6ダムで試行を実施。
○令和５年度には国土交通省、水資源機構が管理する計72ダムに試行を拡大。

21※月山ダムと横山ダムでは２回、その他のダムでは１回試行

●

●

●

●

●

■

洪水調節容量

発電容量
（他利水含む）

洪水前に貯水位を低下
（事前放流等）

雨が予測されない場合
貯水位を上昇（弾力運用）

・洪水後には、緩やかな水位低下により、ダムに貯留し
た水を最大限活用して増電

・洪水が発生しない時期には、一定の高さまで水位を
上げることにより増電

・今後も、降雨予測の精度向上に合わせ、さらなる運
用高度化を推進

＜既設ダムの運用高度化＞

令和５年度 既設ダムの運用高度化の取組（洪水後期放流の工夫、非洪水期の弾力的運用）



既設ダムの発電施設の新増設の事業化に向けたケーススタディ

水系名 ：斐伊川水系
河川名 ：斐伊川
ダム管理者 ：中国地方整備局
総貯水容量 ：60,800千m3
発電施設の有無：無

水系名 ：肱川水系
河川名 ：肱川
ダム管理者 ：四国地方整備局
総貯水容量 ：16,000千m3
発電施設の有無：有（管理用発電）

水系名 ：利根川水系
河川名 ：湯西川
ダム管理者 ：関東地方整備局
総貯水容量 ：75,000千m3
発電施設の有無：有（管理用発電）

尾原ダム（島根県）

野村ダム（愛媛県）

湯西川ダム（栃木県）

○民間事業者等の参画方法や事業スキームについて検討するため、現在発電に利用されていないダム下流への補給水（利水や
河川環境の保全等に利用）を活用することで増電が期待できる、湯西川ダム、尾原ダム、野村ダムの３ダム（国土交通省が
管理）を対象にケーススタディ※を実施。
※発電施設の新増設等をしようとする民間事業者等の意見を聴取の上、発電施設の新増設等の事業の実現可能性や事業スキームを検討、事業者の公募要領案を作成
○ケーススタディを踏まえ、令和６年度以降に発電事業や地域振興に新たに参画する民間企業の公募を行うダムを選定（公募
の対象とするダムは、上記の3ダム以外も含めて検討）。
※各ダムにおける事業化の検討に必要な情報については、ケーススタディを進める中で必要なものを提示する予定です。

発電施設新増設による増電量
○近年の流況から、３ダムそれぞれで

数百～１千kW程度の最大出力、
３ダム合計で年間約２千万kWh程度
（一般家庭約５千世帯分の年間消費
電力に相当）の増電を想定。
※出力や発電量はダムによって異なります
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気候変動に対応したダムの機能強化のあり方に関する懇談会 

開催趣旨 

 
 
 
 

  近年、激甚な豪雨災害が頻発するとともに、気候変動の影響により豪雨のさらな

る頻発化・激甚化が懸念されるなか、気候変動への適応策として河川管理者が主体

となって行う河川整備等の事前防災対策の加速化に加え、あらゆる関係者が協働し

て流域全体で行う「流域治水」への転換を推進しているところであり、その中で、

ダムの治水機能の強化にも取り組んでいる。具体的には、既存ダムを最大限活用し

て治水機能を強化するダム再生や、利水者の協力の下、利水ダム等での事前放流の

取組等を進めているところである。 

一方、我が国では 2050 年カーボンニュートラルを目指すなか、再生可能エネル

ギーの導入を促進しているところであり、この中で水力発電は発電時に二酸化炭素

を排出しないクリーンなエネルギーであることから、その促進を図ることで、気候

変動緩和策にもつながる。 

社会全体で気候変動への適応と緩和、カーボンニュートラルの取組やグリーン・

トランスフォーメーション（GX）を推進するなか、国土交通省では、ダムによる治

水機能の強化に加え、ダムによる水力発電の促進を両立させる「ハイブリッドダム」

の取組を官民連携の下、推進していくこととしている。 

ダムによる治水機能の強化、水力発電の促進を図る上では、我が国でこれまで多

くのダムを建設、管理・運用を行う中で、様々な課題も出てきているほか、ダム立

地地域の自治体においては、地域振興の課題を抱えていることも多いことから、こ

のような課題にも対応していく必要がある。 

これらの取組等の推進にあたって、ダムの運用や構造、気象予測、水力発電をは

じめとした再生可能エネルギー、官民連携等の各分野について知見を有する有識者

からご意見・ご助言を頂くため、「気候変動に対応したダムの機能強化のあり方に関

する懇談会」を開催するものである。 

  



 

 

気候変動に対応したダムの機能強化のあり方に関する懇談会 

規約（案） 

 

 

（名称） 

第１条 本懇談会は、「気候変動に対応したダムの機能強化のあり方に関する懇談会」

（以下「懇談会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 懇談会は、気候変動に対応したダムの機能強化のあり方について、有識者か

らご意見・ご助言を頂き、その施策の推進に資することを目的とする。 

 

（委員の任命） 

第３条 委員は、有識者等から、水管理・国土保全局長が任命する。 

 

（懇談会） 

第４条 懇談会には座長を置き、懇談会に属する委員のうちから、委員の互選により

定める。 

２ 座長は、議長として懇談会の議事を整理する。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、懇談会に出席してその

意見を述べる又は説明を行うことを求めることができる。 

４ 懇談会は、原則として公開で開催する。 

５ 懇談会配付資料は、国土交通省ウェブサイトに公開することを原則とする。 

ただし、座長の判断により非公開とすることができる。 

６ 懇談会における議事要旨については、懇談会後速やかに作成し、あらかじめ座長

に確認の上、国土交通省ウェブサイトに公開するものとする。 

 

（事務局） 

第５条 懇談会の事務局は、水管理・国土保全局河川計画課河川計画調整室に置く。 

２ 事務局は、水管理・国土保全局河川環境課流水管理室、治水課事業監理室の協力を

得て、懇談会の運営に関する事務その他の事務を処理する。 

 

（雑則） 

第６条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が定

める。 

（附則） 

１ この規約は、令和５年○月○日から施行する。 

  



 

 

気候変動に対応したダムの機能強化のあり方に関する懇談会 

委員名簿 

 
 
 石田 純一  気象庁情報基盤部 数値予報課長 

 

 上坂 博亨  全国小水力利用推進協議会 代表理事 

富山国際大学現代社会学部 教授 

 

 川﨑 将生  国土技術政策総合研究所 河川研究部 水環境研究官 

 

 角 哲也   京都大学防災研究所 教授 

 

 松本 真由美 東京大学教養学部附属教養教育高度化機構 

環境エネルギー科学特別部門 客員准教授 

 

 山口 直也  青山学院大学大学院会計ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾝ研究科 教授 

 

 山口 嘉一  （一財）ダム技術センター 理事 

 



議案第 1 号 

役員の選任について 

  役員の任期満了に伴い、去る 10 月 2 日に開催した常任理事会で決定した「役

員の選任について」（参考１）を踏まえ、次期役員の選任を行う。 

 なお、新役員の任期は 2 年間とする。 



 
（参考１） 

令和 5 年 10 月 2 日 
常 任 理 事 会 決 定 

役員の選任について 

  本協議会の役員は、本年 11 月で 2 年間の任期を迎えるが、11 月 13 日に開催

する理事会においては、原則として従来通り現役員を再任することとしてはど

うか。 

  なお、欠員となる役員については補充を行う必要があるが、支部のない県で

は規約に基づくブロック別の選出が事実上困難であること等から、別紙の方法

により、選任することとしてはどうか。 



別 紙 

役員が欠員となる場合の補充選任の方法について 

 

  副会長等の役員の補充選任にあたっては、以下の方法に即して次期役員の候

補者を選出した後、事務局が、当該候補者の了承を得て、最終的に 11 月 13 日

に開催する理事会における役員候補者の名簿に登載し、「次期役員の選任」の

一環として補充選任を行うこととする。                            

１．会 長 

 各地区の中で、副会長歴の一番長い市町村長を候補として選出する。 

 但し、当該地区の副会長が欠員の場合、常任理事歴の一番長い市町村長を候

補として選出する。 

２．副会長 

 各地区の中で、常任理事歴の一番長い市町村長を候補として選出する。 

 但し、当該地区の常任理事が欠員の場合、理事歴の一番長い市町村長を候補 
として選出する。 

 なお、常任理事歴が同一の市町村長が複数いる場合、旧発電関係市町村全国 
協議会及び旧ダム所在市町村全国協議会を含め、本協議会への加入期間の一番 
長い市町村長を候補として選出する（常任理事、監事等も同様）。 

３．常任理事 

  各地区の中で、理事歴の一番長い市町村長を候補として選出する。 

４．監 事 

  各地区の中で、理事歴の一番長い市町村長を候補として選出する。 

  但し、理事歴の一番長い市町村長が常任理事の候補として選出された場合

は、二番目に長い市町村長を候補として選出する。 

５．理 事 

  支部のない都道府県で欠員がある場合、旧発電関係市町村全国協議会及び

旧ダム所在市町村全国協議会を含め、原則として本協議会への加入期間の一

番長い市町村長を候補として選出する。 

  但し、同一の加入年月日の市町村が複数の場合、会長が指名する。 

令和 5 年 10 月 2 日                                          
常 任 理 事 会  



 

次期役員候補者名簿（案） 

令和 5 年 11 月 13 日 

会長・副会長・常任理事・監事 

会  長    浜  田  正  利  （北 海 道 新 得 町 長         ） 

副 会 長         小    山   修    作    （宮 城 県 川 崎 町 長         ） 

  〃      豊  田     稔  （茨城県北茨城市長） 

〃      中  山  正  隆  （和歌山県有田川町長         ） 

〃      上  田  泰  弘  （熊 本 県 美 里 町 長         ） 

常任理事     佐 々 木    文  明  （秋田県藤里町 長 ） 

〃      渡  部  勇  夫  （福 島 県 只 見 町 長         ） 

〃      本  村  賢 太 郎  （神奈川県相模原市長） 

〃      藤  澤  泰  彦   （長 野 県 生 坂 村 長         ） 

〃      貴  舟     豊   （長 野 県 大 桑 村 長         ） 

〃      尾  上  壽  一  （三 重 県 紀 北 町 長） 

〃      栗  山    忠  昭   （奈 良 県 川 上 村 長） 

〃      𠮷𠮷  田    英  人   （鳥 取 県 八 頭 町 長） 

〃      河  野  忠  康   （愛媛県久万高原町長） 

〃      三  浦     正   （福 岡 県 篠 栗 町 長         ） 

監  事     師    岡    伸  公  （東京都奥多摩町長） 

〃      山  名    宗  悟   （兵 庫 県 神 河 町 長） 

〃      比 田 勝  尚  喜   （長 崎 県 対 馬 市 長） 



議案第 2 号 

 
 
 

ダム・発電関係市町村振興対策の 

 

充 実 ・ 強 化 に 関 す る 要 望                                  

 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 11 月 13 日 

 

ダム・発電関係市町村全国協議会 

会  長  辻   一 幸 
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ダム・発電関係市町村振興対策の 

充 実 ・ 強 化 に関 する要 望 

ダム・水力発電施設が立地する我々市町村は、中山間
地域等に所在し、水源地域として森林を形成し水資源を育
み、「水」や「電力」の安定供給、治水による安全確保
という、重要かつ公益的な役割を担うことで、国民生活や
あらゆる社会経済活動を支えてきた。 

気候変動による災害の頻発化・激甚化が懸念される中、
ダムの役割は益々重要になり、また、2050 年カーボンニ
ュートラル実現に向け、地域に賦存するエネルギーである
水力を再評価する声が高まっている。  

これらを踏まえ、今後も我々市町村が、持続可能かつク
リーンで安全な水力発電の安定供給等を通じ、国民生活
の安定に寄与するためには、それを支える水源地域の視
点に立った地域振興対策の充実・強化が不可欠である。  

よって、政府、国会においては、令和 6 年度予算編成
ならびに施策の推進にあたっては、次の事項を実現するよ
う、強く求める。 
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< 重 点 事 項 > 

1. 水力発電施設周辺地域交付金（水力交付金）について 
水力発電所在市町村の活性化のため、水力交付金を法律に

基づく恒久的な措置とすること。また、最低保証額を平成 22 年

度水準以上に引き上げること。  

2. 水源地域対策について 

2050 年カーボンニュートラル実現に向け、「ダム再生ビジョン」

を踏まえ、既設ダムの設備更新・改修、発電設備の設置等によ

る水力発電の出力・電力量増加並びに地域振興を推進するとと

もに、十分な予算措置を講じること。また、「ハイブリッドダム」

の取組を着実に推進すること。  

 3. 水源地域の防災対策の充実について  

ダム貯水池における堆砂は、その治水・利水機能の低下のみ

ならず、洪水や長期濁水の原因となり、住民の暮らしや漁業等の

経済活動、生態系等に重大な被害や影響を与えることから、ダム

管理者等による確実な堆砂対策が講じられるよう、国として管理

者に対する対策の強化を求めることや支援策の拡充を図ること。

また、洪水調節容量内の堆砂により洪水調節機能への影響が予

見されるダムについて、堰堤改良事業の対象とすること。  

4. 地域との連携による水力開発体制の構築について 
既設ダムの有効活用等、水力発電の拡充と水源地域の再生を

図るため、政府、発電事業者、自治体等関係者が一体となった

横断的かつ総合的な議論の場を設置すること。  

5．水源地域を支える税財政措置の拡充・改善について 
(1)流水占用料等については、その使途の明示を促進すること。 

(2)過疎債における水力発電施設の新設や更新・改修等につい

て、売電出力割合の見直し等、適用条件を緩和すること。  
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1. 電源立地地域対策について 

［総務省、経済産業省、国土交通省］ 

(1) 電源立地地域対策交付金 (水力発電施設周辺地域交付金相
当部分)の恒久化措置等について 

①発電施設所在市町村の活性化のため、水力交付金を法律に
基づく恒久的な措置とすること。また、最低保証額を平成 22
年度水準以上に引き上げること。  

②揚水発電の果たす役割を適切に評価し、活用・整備を促進す
るとともに、一般水力発電の 2 分の 1 となっている揚水発電
の交付金単価を一般水力発電と同等とすること。  

(2) 発電施設所在地域の振興のため、電力移出県等交付金相当
部分に係る市町村枠の拡大を図るとともに、一定の電力を移出
する市町村に対する電力移出市町村交付金を創設すること。  

(3) 電源立地地域対策交付金に係る各種交付金の対象を、出  
力が 1,000kW 未満の発電施設が所在する市町村にも拡大する
とともに、中小水力発電の導入促進のための技術指導、情報提
供等、関連施策の充実・強化を図ること。  

(4) 水利権の許可・更新に当たっては、地元市町村の意見を十
分に尊重し、環境に配慮した十分な河川維持流量を確保するこ
と。また、水質保全、生態系の維持等に支障がある場合は、更
新時に行うこととされている河川維持流量の確保について、地元
市町村長の申し出により、期間更新前に行うことができるように
すること。  
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2. 水源地域対策について 

［内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省］  

(1)  2050 年カーボンニュートラル実現に向け、「ダム再生ビジョ
ン」において、水力発電を積極的に導入するとしていることを踏
まえ、既設ダムの設備更新・改修、発電設備の設置等による水
力発電の出力・電力量増加並びに地域振興を推進するととも
に、十分な予算措置を講じること。また、「ハイブリッドダム」
の取組を着実に推進すること。  

 (2) 国は、地域の健全な水循環の維持又は回復に向けた取組を
けん引する人材の育成、市町村等が策定する流域水循環協議
会等における財源の確保や体制整備、流域マネジメントへの参
画を促進するための普及啓発や広報等を強化すること。  

(3)  水源地域の環境を保全し、上下流にわたる河川環境の改善
を図るため、以下の事項を推進すること。  

①既設ダムによる水質や流量等流況の変化が生態系に影響を
与えないよう、万全を期した対策を推進すること。また、河川
管理者、自治体、事業者、内水面関係者等が連携した環境
改善対策を推進する体制整備を促進すること。  

②魚道の設置等生物生息環境及び河床環境の改善対策を推
進すること。  

③親水や教育等に配慮した河川周辺の整備を促進すること。  

④合併浄化槽、集落排水、下水道の整備等により、ダム湖水質
の改善を推進するとともに、助成措置を拡充すること。  

⑤ゴミや廃棄物等の不法投棄及び河川等への流入防止対策を
徹底すること。  

 (4) 総合水系環境整備事業を着実に実施するとともに、実施に当
たっては地元市町村の意見を尊重すること。  

(5)水源地域における道路整備を推進すること。  
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(6) 水源林保全のため、水源林造成事業を推進するとともに、
放置山林対策を強化すること。  

(7) 森林管理システムが円滑に運用されるよう、地域の実情に合
わせた体制整備に向けた国及び都道府県による支援の強化を
図ること。  

(8) 外国資本による水源地域の買収に対する実効ある規制対策を
講じること。 

3. 水源地域の防災対策等について 

［内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省］ 

(1) 近年、集中豪雨による流木災害等の山地災害の頻発・激甚化
やダム湖岸の崩落の危険性が高まっていることを踏まえ、砂防
設備や治山施設等の設置、森林の整備等、山地防災力の強化
に向けた取組や、流域治水関連法に基づく「流域治水」の取組
を推進すること。  

(2) ダム貯水池における堆砂は、その治水・利水機能の低下のみ
ならず、洪水や長期濁水の原因となり、住民の暮らしや漁業等
の経済活動、生態系等に重大な被害や影響を与えることから、
ダム管理者等による確実な堆砂対策が講じられるよう、国として
管理者に対する対策の強化を求めることや支援策の拡充を図る
こと。また、洪水調節容量内の堆砂により洪水調節機能への影
響が予見されるダムについて、堰堤改良事業の対象とすること。 

(3)  FIT・FIP 制度の調達期間について、災害による長期停止期
間を除外すること。  

4. 地域が主体となった小水力発電の導入促進について 

［内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省］ 

(1) 自治体等地域が主体となった小水力発電の導入にあたって、
有望地点の調査・設計等の実施にかかる助成制度の大幅な拡
充を図ること。  

(2) 水力発電をはじめとする再生可能エネルギーの最大限の導
入のためには、系統制約への対応が不可欠であることから、有
効な対策を講じること。  
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(3) 小水力発電の導入に係る水利権許可手続きや森林法、自然
公園法等については、自治体等の意向を踏まえた弾力的な運用
を可能とし、あわせて開発リードタイムの短縮化を図ること。  

(4) 小水力発電の導入にあたり、地元での合意形成が円滑に進む
よう、支援体制の構築を図ること。  

(5) 小水力発電機の汎用化や性能向上による低コスト化に向けた
技術開発への支援を図ること。また、海外製品が多く占める発
電機器等の維持管理や運用保守にかかる費用について措置す
ること。  

5. 地域との連携による水力開発体制の再構築について 

［内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省］  

 (1) 既設ダムの有効活用等、水力発電の拡充と水源地域の再生
を図るため、政府、発電事業者、自治体等関係者が一体となっ
た横断的かつ総合的な議論の場を設置すること。  

(2) 水力発電の果たす役割や水力開発に対する国民や住民の理
解を促進するための広報対策を強化すること。  

(3) 水力発電に関する技術の継承を図るための専門家の育成を
拡充するとともに、水力開発を行う自治体に対する支援体制を
強化すること。  

6. 水源地域を支える税財政措置の拡充・改善について 

［内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省］ 

(1)流水占用料等については、その使途の明示を促進すること。  

(2) 過疎債における水力発電施設の新設や更新・改修等につい
て、売電出力割合の見直し等、適用条件を緩和すること。  

 



都道府県 数

岩手県 4

秋田県 7

茨城県 2

栃木県 5

埼玉県 3

東京都 2

神奈川県 5

石川県 4

福井県 8

ダム・発電関係市町村全国協議会会員名簿

令和5年11月13日現在

市    町    村    

北海道

札幌市、函館市、釧路市、夕張市、芦別市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、
伊達市、北斗市、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、今金町、蘭越町、ニセコ町、京
極町、倶知安町、由仁町、栗山町、沼田町、東神楽町、愛別町、上川町、東川町、
美瑛町、南富良野町、中富良野町、占冠村、美深町、幌加内町、
津別町、置戸町、遠軽町、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町、日高町、平取町、
新冠町、新ひだか町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、
中札内村、本別町、足寄町

51

横手市、仙北市、藤里町、八峰町、五城目町、羽後町、東成瀬村

山形県
山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、上山市、村山市、長井市、東根市、
尾花沢市、西川町、朝日町、金山町、真室川町、大蔵村、小国町、白鷹町、
飯豊町、庄内町、遊佐町

19

福島県

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、喜多方市、二本松市、田村市、
南相馬市、桑折町、大玉村、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、北塩原村、
西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、
会津美里町、西郷村、塙町、石川町、古殿町、三春町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

36

青森県
青森市、黒石市、十和田市、むつ市、平川市、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、
七戸町、六ヶ所村、三戸町、新郷村

12

遠野市、雫石町、西和賀町、岩泉町

宮城県
仙台市、白石市、名取市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、
川崎町、七ヶ浜町、大和町、加美町

12

青梅市、奥多摩町

相模原市、山北町、箱根町、愛川町、清川村

山梨県
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、
北杜市、甲斐市、上野原市、甲州市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、
西桂町、忍野村

17

新潟県
長岡市、三条市、新発田市、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、
五泉市、上越市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、阿賀町、湯沢町、津南町、関川村

17

常陸太田市、北茨城市

宇都宮市、日光市、那須塩原市、塩谷町、那須町

群馬県
前橋市、高崎市、桐生市、沼田市、渋川市、藤岡市、みどり市、吉岡町、
上野村、神流町、中之条町、長野原町、嬬恋村、東吾妻町、片品村、川場村、
昭和村、みなかみ町

18

秩父市、神川町、寄居町

岐阜県
高山市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、可児市、
飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、垂井町、関ヶ原町、揖斐川町、川辺町、
七宗町、八百津町、白川町、御嵩町、白川村

21

静岡県
静岡市、浜松市、富士宮市、島田市、裾野市、伊豆市、東伊豆町、小山町、
川根本町

9

富山県
富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、
南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町、朝日町

14

金沢市、小松市、白山市、能登町

福井市、大野市、勝山市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、美浜町

長野県
伊那市、飯山市、佐久市、南相木村、飯島町、中川村、松川町、平谷村、根羽村、
天龍村、泰阜村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、
生坂村、白馬村、小谷村、山ノ内町、木島平村、信濃町、栄村

25



都道府県 数

愛知県 5

三重県 7

滋賀県 9

京都府 5

兵庫県 5

鳥取県 9

山口県 2

徳島県 7

香川県 3

長崎県 2

沖縄県 7

合計 534

宇治市、南丹市、笠置町、南山城村、京丹波町

川西市、養父市、朝来市、神河町、香美町

奈良県
奈良市、天理市、桜井市、五條市、宇陀市、山添村、吉野町、天川村、
野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村

13

和歌山県
和歌山市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、湯浅町、広川町、有田川町、由良
町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、那智勝浦町、
古座川町、北山村

16

市    町    村    

豊田市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村

松阪市、名張市、尾鷲市、熊野市、多気町、大台町、紀北町

大津市、長浜市、甲賀市、高島市、東近江市、米原市、日野町、愛荘町、多賀町

広島県
広島市、呉市、三原市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、
廿日市市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町、神石高原町

13

山口市、周南市

阿南市、三好市、勝浦町、上勝町、那賀町、つるぎ町、東みよし町

東かがわ市、小豆島町、綾川町

鳥取市、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、伯耆町、日南町、日野町、江府町

島根県
浜田市、出雲市、益田市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、美郷町、
津和野町、吉賀町

10

岡山県
岡山市、津山市、高梁市、新見市、備前市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、
奈義町、美咲町、吉備中央町

12

福岡県
北九州市、福岡市、久留米市、八女市、古賀市、うきは市、朝倉市、
糸島市、那珂川市、篠栗町、久山町、香春町、添田町、みやこ町、築上町

15

佐賀県
佐賀市、唐津市、多久市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、
みやき町、有田町、大町町、白石町

12

愛媛県
松山市、今治市、宇和島市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市、西予市、
東温市、久万高原町、砥部町、愛南町

12

高知県
高知市、安芸市、香美市、宿毛市、北川村、馬路村、本山町、大豊町、土佐町、
大川村、いの町、仁淀川町、越知町、檮原町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町

18

国頭村、大宜味村、東村、宜野座村、金武町、読谷村、久米島町

宮崎県
宮崎市、都城市、延岡市、小林市、日向市、西都市、高原町、綾町、西米良村、
木城町、川南町、都農町、諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町

17

鹿児島県
鹿屋市、阿久根市、出水市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、
いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、
さつま町、長島町、錦江町、南大隅町、肝付町、徳之島町、天城町、伊仙町

22

対馬市、長与町

熊本県
菊池市、阿蘇市、美里町、大津町、小国町、御船町、甲佐町、山都町、湯前町、水
上村、 五木村、球磨村

12

大分県
別府市、日田市、佐伯市、臼杵市、竹田市、宇佐市、豊後大野市、由布市、
九重町、玖珠町

10
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